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研究要旨 

パンデミックに係る病原体検査においては、国立感染症研究所と全国の地方衛生研究所（地

衛研）が相互に連携し、迅速に新規の病原体検査を実施する検査体制を保持している。今後

発生する新たな感染症対応も同様の対応で構築されるであろう。新型コロナウイルス感染症

を経験し、新たな感染症による被害を最小限に防ぐためには、パンデミック対策やバイオテ

ロ対策からの地衛研の更なる体制強化が重要となる。具体的には、パンデミックでは検査試

薬の早期配備のみならず、検査試薬の備蓄等による観点からの対策が重要であり、バイオテ

ロ対策ではテロ検査に特化したマルチプレックスの検査パネル等の整備が課題と考えられ

る。加えて、地衛研においてはバイオテロを含む希少感染症の検査体制の整備が進んでいな

いため、これらの感染症対策も迅速に実施可能な検査システムの導入も鍵となる。 

 

Ａ．研究目的 
本研究では、公衆衛生上重要な感染症の検査を

全国規模で正確かつ迅速に行うことに焦点を当て

研究を実施する。全国における感染症検査におい

ては、国立感染症研究所（感染研）と全国の地方

衛生研究所（地衛研）が相互に協力し、迅速に新

規の病原体検査を実施できる検査体制を整備して

いる。しかしながら、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）のような、新規の感染症が長く継続

することをこれまでは想定していなかったため、

長期間継続の検査が実施できる体制の整備が重要

である。 
本研究では、感染症危機対応としての地衛研側

から見た診断技術の利用性確保に関する検討を中

心に検討する。 
 
 

Ｂ．研究方法 

本年度は本研究班におけるブレインストーミン

グや全国の地衛研等におけるアンケート調査を中

心に、地衛研における健康危機管理時に必要な検

査に係る要素を検討した。 

（倫理面の配慮） 
本研究は臨床検体を用いない研究であるため、倫

理面での問題は生じない。 
 
Ｃ．研究結果 

1. パンデミック対策としての検査体制  
2020 年１月に対応することとなった新型コロ

ナウイルス感染症（COVID-19）の検査がそうであ

ったように、今後の未知の感染症が発生した場合

には、COVID-19 と同様の対応が繰り返されるこ

とになる。地衛研においては、リアルタイム PCR、
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自動核酸抽出装置や次世代シーケンサー等が多く

の地衛研で整備された（図１、２）。 
しかしながら、新たな感染症がまたコロナウイ

ルスであっても、今回整備した SARS-CoV-2 検査

試薬がそのまま使用できる保証が全くない。すな

わち、臨床検体から核酸抽出を行い、核酸増幅を

行う検査が最も早くできるように準備するべきで

ある。その際には、検査法は感染研の病原体検出

マニュアルに基づき整備する。感染研は検出マニ

ュアルの早期整備とともに、開発した検査試薬（リ

アルタイム PCR 用のプライマーとプローブ）を全

国の地衛研に配布し、全国の地衛研はその方法を

導入することで、検査体制をいち早く整備する。

地衛研はプライマーおよびプローブと検査試薬お

よび検査機器との相性を改めて相互に検証し、情

報を共有、感染研等に情報を還元し、感染研は病

原体検出マニュアルの改訂に繋げなければならな

い。 
その後、検査数の更なる増加を目指す場合には、

医療機関や民間検査機関における検査（法的な措

置を含めて）が 2 か月以内に立ち上げねばならな

い。 
今回の COVID-19 では、病原体検出マニュアル

で指定した核酸抽出試薬が海外社製であり、海外

での消費増や物流の停止により、早々に輸入困難

となった（表 1、図３、４）。枯渇化した核酸抽出

試薬を救ったのは、国産の検査試薬（簡易抽出後

のリアルタイム PCR 検査試薬）であったため、今

後の対策としてこれらの検査試薬を迅速に開発・

販売する民間会社との連携も必要となる。 
一方で、今回の COVD-19 では都市部で流行が

多かったように、感染症の拡大や検査数には地域

差があった。地域内での試薬等の適切な配分は重

要であるが、現実には難しい。また、検査試薬の

多くは海外品に依存せざるを得ないるため、地域

的な検査試薬の備蓄（ローリングストックを含め

て）を推進していく必要がある。また、中長期的

には国産の検査機器や消耗品の使用を推進するた

めに、病原体検出マニュアル内に記載する等、推

進していく必要があり、平時からの努力も重要な

要素である。 
 

2. バイオテロ対策に対する準備 
2001 年にはアメリカで炭疽菌がテロリズムに

利用され、国内でも同様の模倣事件（炭疽菌では

ない）が起き、地衛研が検査対応を行った。我が

国ではこの事件以降、感染症法に係る病原体管理

の徹底がなされたが、いつ何時バイオテロの発生

が起きてもおかしくない。これらのテロ発生時に

一早く検査対応を行う部署は自衛隊もしくは都道

府県の警察（NBC 部隊）と考えられ、それらの部

隊はテロに特化したマルチプレックスの検査パネ

ル（炭疽菌、エボラウイルス、マールブルグウイ

ルス等を含む同時検査試薬：海外で販売）（表 2）
を既に導入している。しかしながら、それらの部

隊は病原体を常日頃扱っている部署ではなく、こ

れらの機器・試薬の精度管理については実施され

ていない（中には地衛研が協力している地域もあ

る）。そこで、NBC 部隊への協力のみならず、同

様のマルチプレックスの全自動核酸検査機器

（FilmArray や BD マックス等の導入率は低い：

図１）を地衛研に配備し、迅速も迅速に可能な体

制整備も重要である。 
 

3. アンケート調査 
地衛研を対象に、重点感染症の検査の実施につ

いてアンケート調査を実施したところ、デング熱・

ジカ熱等の検査は 9 割以上の地衛研が可能であり、

狂犬病・炭疽等も半数程度が検査可能であったの

に対し、1 類感染症のみならず、四類感染症のニパ

ウイルスやマイコプラズマ・ジェニタリウムやカ

ンジタ・アウリス等の感染症法で規定していない

疾患の検査を可能とした地衛研は極めて少なかっ

た（図５、６）。（資料４ 参照） 
 

 

43



Ｄ．考察 
 COVID-19 以降も、エムポックス等の感染症が

発生し、新たな感染症の発生のない時代になって

いる。このような中で、感染症の拡大を最小限に

封じ込めるのは、迅速な検査体制の整備かつ迅速

な検査の実施である。そのためには、全国に存在

する地衛研の活用が重要となる。 
 今回、パンデミック対策やテロ対策から検討を

行ったが、アンケート調査からも明らかなように、

新たな感染症・希少感染症対策を実施していない

地衛研は意外に多い。恐らくは、人的な体制の問

題や日頃の検査の実施もあり、新たな感染症への

準備体制がなかなか取れないものと思われる。 
 2023 年 5 月 8 日に COVID-19 は 5 類感染症と

なるが、次なる感染症に備えて、地衛研における

準備をこの機会に堅実に実施しなければならない。 

 

Ｅ．結論 
 パンデミックに係る病原体検査においては、国

立感染症研究所と全国の地方衛生研究所が相互に

連携し、迅速に新規の病原体検査を実施する検査

体制を保持している。今後発生する新たな感染症

対応も同様の対応で構築されるであろう。 
 COVID-19 を経験し、新たな感染症による被害

を最小限に防ぐためには、パンデミック対策やバ

イオテロ対策からの地衛研の更なる強化が重要と

なる。具体的には、パンデミックでは検査試薬の

早期配備のみならず、検査試薬の備蓄等による観

点からの対策が重要であり、バイオテロ対策では

テロ検査に特化したマルチプレックスの検査パネ

ル等の整備が課題と考えられる。加えて、地衛研

においてはバイオテロを含む希少感染症の検査体

制の整備が遅れており、これらを迅速に実施可能

な検査システムの導入についても鍵となる。 
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表１ 特に不足して検査に影響が出たもの（地方衛生研究所） 

 
 

表２ FilmArray BioThreat Panel 
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図１ 検査機器の保有状況（１）（地方衛生研究所） 

 

 

 

図２ 検査機器の保有状況（２）（地方衛生研究所） 
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図３ 試薬・キットの海外輸入品割合（地方衛生研究所） 

 

 

 
図４ コロナ禍の【第１波】に不足した試薬や備品（地方衛生研究所） 
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図５ 自施設内で検査可能な重点感染症（１）（地方衛生研究所） 

 

 

図６ 自施設内で検査可能な重点感染症（２）（地方衛生研究所） 
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